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募
集

催
し

講
座

相
談

皆
さ
ん
の
善
意

ス
ポ
ー
ツ

お
知
ら
せ

年
金
受
給
の
相
談
や
申
請
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
年
金
受
給
に
関
す
る
相
談
や
申
請
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
市
の
窓
口
で
受
け
付

け
で
き
な
い
内
容
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
国
民
年
金
受
給
に
つ
い
て
】

　
相
談
や
申
請
は
、
年
金
医
療
課
・
各
支

所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
受
け
付
け
て
い
ま

す
。

【
厚
生
年
金
受
給
に
つ
い
て
】

　
相
談
は
年
金
医
療
課
内
年
金
受
給
相
談

窓
口
で
応
じ
ま
す
。
事
前
に
相
談
し
た
い

日
に
相
談
員
が
い
る
か
を
電
話
で
年
金
医

療
課
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
障
害
厚
生

年
金
な
ど
に
関
す
る
こ
と
は
相
談
窓
口
の

案
内
の
み
で
す
。
受
給
の
相
談
や
申
請
の

手
続
き
は
前
橋
年
金
事
務
所
や
街
角
の
年

金
相
談
セ
ン
タ
ー
前
橋
で
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
前
橋
年
金
事
務
所
の
相
談
窓
口
は

事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。
予
約
は
相
談

日
の
１
カ
月
前
か
ら
予
約
受
付
専
用
電
話

（
☎
０
５
７
０
（05）
４
８
９
０
）で
受
け
付
け

ま
す
。

　
前
橋
年
金
事
務
所
に
よ
る
出
張
年
金
相

談
窓
口
を
、
各
支
所
で
毎
月
第
４
木
曜
日

に
月
替
わ
り
で
開
設
し
て
い
ま
す
。
厚
生

年
金
受
給
に
関
す
る
相
談
や
申
請
の
手
続

き
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。
相
談
や
申
請
の
手
続
き
は
事
前
に
予

約
が
必
要
で
す
。
予
約
は
相
談
日
の
２
週

間
前
か
ら
相
談
窓
口
を
開
設
す
る
支
所
の

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
受
け
付
け
ま
す
。
祝

日
な
ど
に
よ
り
、
期
日
を
変
更
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

問

前
橋
年
金
事
務
所（
☎
０
２
７
ー
２

３
１
ー
１
７
１
９
）

国
民
年
金
の
手
続
き
の
電
子
申
請

年
金
医
療
課（
☎
（27）
２
７
４
１
）

　
国
民
年
金
の
一
部
の
手
続
き
は
、
マ
イ

ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
電
子
申
請
で
き
ま
す
。

紙
の
申
請
書
に
比
べ
簡
単
に
申
請
で
き
る

ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
申
請
結

果
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
日
本
年
金
機
構
HP（

https://w
w
w
.

nenkin.go.jp/

）を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す

利
用
可
能
な
手
続
き
　
国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者
の
資
格
取
得（
種
別
変
更
）届
出
、

付
加
保
険
料
納
付（
辞
退
）申
出
、
保
険
料

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
、
学
生
納
付
特
例

申
請
、
産
前
産
後
免
除
該
当
届
、
口
座
振

替
納
付（
変
更
）申
出
兼
還
付
金
振
込
方
法

（
変
更
）申
出
、
口
座
振
替
辞
退
申
出
、
年

金
な
ど
の
受
給
関
係
の
一
部

問

年
金
医
療
課
ま
た
は
前
橋
年
金
事
務

所（
☎
０
２
７
ー
２
３
１
ー
１
７
１
９
）

特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
を
支
給

障
害
福
祉
課（
☎
（27）
２
７
５
３
）

　
自
宅
で
生
活
を
送
る
重
度
障
害
者（
児
）

を
支
援
す
る
た
め
、
次
の
手
当
を
支
給
し

て
い
ま
す
。
障
害
福
祉
課
・
各
支
所
市
民

サ
ー
ビ
ス
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

支
給
に
は
障
害
の
程
度
や
所
得
な
ど
に
条

件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
・
療
育
手
帳
を
持
っ
て
い
な
い

人
で
も
該
当
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

【
特
別
障
害
者
手
当
】

対

自
宅
で
生
活
し
、
障
害
が
著
し
く
重

度
の
状
態
に
あ
り
、
日
常
生
活
で
常
時
特

別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
人

※
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
、

病
院
に
３
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
人
は

除
く

支
給
月
額
　
３
万
４
５
０
円

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

対

自
宅
で
生
活
し
、
日
常
生
活
で
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未
満
の
人

※
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
は

除
く

支
給
月
額
　
１
万
６
５
６
０
円

※
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
併
せ
て
受
給
で

き
ま
す

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
は
早
め
に
！

ス
マ
ー
ク
伊
勢
崎
行
政
セ
ン
タ
ー

（
☎
（30）
７
６
７
６
）

　
外
務
省
で
は
パ
ス
ポ
ー
ト
手
数
料
の
引

き
下
げ
に
向
け
た
調
整
が
進
め
ら
れ
、
新

手
数
料
は
７
月
１
日
の
申
請
分
か
ら
適
用

さ
れ
る
予
定
で
す
。
そ
の
後
は
申
請
が
集

中
し
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
作
成
期
間
が
通
常

（
約
２
週
間
）よ
り
長
く
な
る
可
能
性
も
あ

り
ま
す
。
海
外
渡
航
を
予
定
し
て
い
る
人

は
、
余
裕
を
持
っ
て
早
め
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請
後
に「
い
つ

か
ら
受
け
取
り
が
可
能
か
」を
確
認
で
き

る
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
も
始
ま

っ
て
い
ま
す
。
交
付
予
定
日
が
近
く
な
っ

た
ら
ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
群
馬
県
HP
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

教
育
委
員
会
会
議
定
例
会
の
傍
聴

教
育
委
員
会
総
務
課（
☎
（27）
２
７
８
５
）

時

６
月
23
日（
火
）午
後
２
時
開
始

場

赤
石
楽
舎

定

７
人（
先
着
順
）

申

当
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
１
時
50
分

ま
で
に
直
接
会
場
へ

総
合
教
育
会
議
の
傍
聴

戦
略
推
進
課（
☎
（27）
６
２
８
１
）

時

６
月
30
日（
火
）午
後
２
時
開
始

場

市
役
所
本
館
５
階
職
員
研
修
室

定

７
人（
先
着
順
）

申

当
日
午
後
１
時
30
分
か
ら
１
時
50
分

ま
で
に
直
接
会
場
へ

労
働
保
険
の
年
度
更
新

商
工
労
働
課（
☎
（27）
２
７
５
５
）

　
労
働
保
険（
労
災
・
雇
用
）更
新
の
申
告・

納
付
期
限
は
７
月
10
日（
金
）ま
で
で
す
。

手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
国
が
追
徴
金
を
課

す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税
の
減
免

市
民
税
課（
☎
（27）
２
７
１
７
）

　
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
人
や
自
然
災

害
で
被
害
を
受
け
た
人
な
ど
、
特
別
な
事

由
で
納
付
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

各
納
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
申
請
す
る
と

市
民
税
・
県
民
税
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

第
４
期
伊
勢
崎
市
耐
震
改
修
促
進

計
画（
２
０
２
６
ー
２
０
３
０
）（
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
の
結
果

を
公
表
し
て
い
ま
す

建
築
指
導
課（
☎
（27）
２
７
６
２
）

　
第
４
期
伊
勢
崎
市
耐
震
改
修
促
進
計
画

（
２
０
２
６
ー
２
０
３
０
）（
案
）の
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
の
結
果
を
、
建
築
指

導
課
、
市
民
情
報
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
・

各
支
所
）、
市
HP
で
公
表
し
て
い
ま
す
。

都
市
計
画
案（
原
案
）の
閲
覧
と

公
聴
会
の
開
催

都
市
計
画
課（
☎
（27）
２
７
６
６
）

　
都
市
計
画
案（
原
案
）の
閲
覧
と
公
聴
会

を
開
催
し
ま
す
。

【
原
案
の
閲
覧
】

❶
東
都
市
計
画
道
路
の
変
更（
３
・
４
・

４
号
総
合
運
動
公
園
通
り
線
ほ
か
１
路
線
）、

❷
東
都
市
計
画
道
路
の
変
更（
３
・
４
・

６
号
北
部
幹
線
ほ
か
２
路
線
）

時

６
月
９
日（
火
）か
ら
23
日（
火
）ま
で

※
土
・
日
曜
日
は
除
く

場
　
❶
都
市
計
画
課
、
❷
群
馬
県
都
市
計

画
課（
前
橋
市
）・
伊
勢
崎
土
木
事
務
所（
安

堀
町
）・
都
市
計
画
課

【
公
聴
会
の
開
催
】

時
　
❶
７
月
21
日（
火
）の
午
後
４
時
、
❷

午
後
３
時

場

市
役
所
東
館
５
階
第
３
会
議
室

※
傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
直
接
会
場
に

来
て
く
だ
さ
い
。
公
述
人
が
い
な
い
場
合
、

公
聴
会
は
開
催
さ
れ
ま
せ
ん

【
公
述
申
出
書
の
提
出
方
法
】

　
公
聴
会
で
意
見
の
発
表
を
希
望
す
る
人

は
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話

番
号
・
都
市
計
画
案（
原
案
）に
つ
い
て
の

利
害
関
係
お
よ
び
意
見
の
要
旨（
４
０
０

字
以
内
）を
記
入
し
た「
公
述
申
出
書
」（
様

式
は
問
い
ま
せ
ん
）を
、
❶
は
直
接
閲
覧

会
場
ま
た
は
郵
送
で
伊
勢
崎
市
長
宛
て
、

❷
は
直
接
閲
覧
会
場
ま
た
は
郵
送
で
群
馬

県
知
事
宛
て
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
同

じ
趣
旨
の
意
見
が
複
数
あ
る
場
合
、
公
述

人
を
選
定
し
、
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

宛
先
　
❶
〒
３
７
２
ー
８
５
０
１
　（
住

所
不
要
）　
市
役
所
都
市
計
画
課
、
❷
〒

３
７
１
ー
８
５
７
０
　（
住
所
不
要
）　
群

馬
県
都
市
計
画
課

締
切
日
　
６
月
23
日（
火
）（
必
着
）

問
　
❶
都
市
計
画
課
、
❷
群
馬
県
都
市
計

画
課（
☎
０
２
７
ー
２
２
６
ー
３
６
５
６
）

銃
器
に
よ
る
害
鳥
駆
除【
春
期
】

農
政
課（
☎
（27）
２
７
５
７
）

　
カ
ラ
ス
な
ど
の
鳥
類
に
よ
る
農
作
物
被

害
が
増
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
佐
波
伊
勢

崎
猟
友
会
の
協
力
で
、
銃
器
を
使
用
し
た

害
鳥
の
駆
除
を
実
施
し
ま
す
。

　
実
施
者
は「
有
害
鳥
獣
捕
獲
隊
」と
書
か

れ
た
赤
い
腕
章
を
着
用
し
、
細
心
の
注
意

を
払
い
駆
除
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

時

６
月
28
日（
日
）午
前
６
時
〜
10
時

問  　障害者センター（☎75－5530）

今回の手話 「天気」
① 片方の手のひらを
　前に向け、反対側
　の肩の上辺りに構
　えます

②視線を空に向けな
がら顔の前で弧を
描くように動かし
ます

手話を
やってみよう！

▲手話の動
画はこちら

経済センサス-活動調査への回答はお済みですか？

　６月１日を調査基準日として、経済センサス-活動調査を実施し
ています。この調査は、全国全ての事業所と企業が対象であり、そ
の結果は行政施策の立案や民間企業の経営計画策定など、社会経済
を支える重要な基礎資料として利用されます。４月以降、国から各
事業所へ事前のインターネット回答依頼を送付し、回答が確認でき
ない事業所には調査員が訪問しています。まだ回答が済んでいない
場合には、早めの回答をお願いします。回答は、便利なインターネ
ット回答を利用してください。調査内容は統計作成の目的以外には
使用しませんので、正確な回答をお願いします。

問　情報政策課（☎27－2710）




